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▼令和４年度の対象者は、以下に当てはまる小平町に住民登録がある方です。
任意の予防接種

（予防接種法に基づかない予防接種）
定期の予防接種

（予防接種法に基づき実施される予防接種）

　左記の対象外であり、今までに一

度も本ワクチンを受けたことがない

方。

　初回の接種に限り、接種費用の助

成が受けられますので、この機会を

ご利用ください。

　なお、２回目以降の接種に対する

助成は、医学的な見地から万人に対

して一律に推奨されるものではない

ため平成30年度をもって終了してお

りますので予めご了承ください。

■次の（１）または（２）に該当する方

　（ただし、過去に同ワクチンを受けられた方を除く）

（１） 令和４年度　下記の各年齢となる方

対 象 者

65歳：昭和32年４月２日～昭和33年４月１日生まれ

70歳：昭和27年４月２日～昭和28年４月１日生まれ

75歳：昭和22年４月２日～昭和23年４月１日生まれ

80歳：昭和17年４月２日～昭和18年４月１日生まれ

85歳：昭和12年４月２日～昭和13年４月１日生まれ

90歳：昭和７年４月２日～昭和８年４月１日生まれ

95歳：昭和２年４月２日～昭和３年４月１日生まれ

100歳：大正１１年４月２日～大正12年４月１日生まれ

（２） 満60歳から64歳の方で心臓、腎臓、呼吸器の機能、

免疫機能に障がいを有する方（身体障害者手帳１

級相当）も対象となります。

助成後接種料金 3，500円（初回接種のみ）　生活保護世帯の方は無料です。接種費用

【町立診療所のみとなっております】

①小平診療所

②鬼鹿診療所

【町内の医療機関】

①小平診療所　　　　　②鬼鹿診療所

【留萌市内の医療機関】

①川上内科医院　　　　②留萌記念病院

③藤田クリニック　　　④留萌市立病院

⑤わたべ整形外科医院　⑥留萌セントラルクリニック

⑦荻野病院　　　　　　⑧たけうち内科循環器内科医院

⑨富山整形外科　　　　⑩西原腎・泌尿器科クリニック

⑪介護老人保健施設サンライズ留萌

実　　施
医療機関

・・小平町予防接種事故災害補償規定

および独立行政法人医薬品医療機

器総合機構法に基づき救済されま

す。

・・予防接種法に基づき救済されます。
健康被害
救済制度

＊肺炎球菌による肺炎は、成人の肺炎の25％から40％を占め、特に高齢者

での重篤化が問題になっています。

＊肺炎球菌ワクチンは、約90種類ある肺炎球菌のうち、頻度の高い23種類

の肺炎球菌について予防するものです。すべての肺炎を予防するもので

はありません。

＊高齢者肺炎球菌予防接種の対象は原則65歳の方です。ただし、国の方針により平成31年４月１日から

令和６年３月31日までの５年間、65歳以上のこれまで肺炎球菌ワクチンを受けたことがない方が定期

接種の助成の対象となっています。

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種
のお知らせ


